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平成 30 年度 逗子市人事行政の運営等の状況について 

 

１ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職

員が加入している地方共済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。 

区 分 
住民基本台帳

人口（30年1月1日） 

歳出額 

Ａ （千円） 

実質収支 

（千円） 

人件費 

Ｂ （千円） 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考）28年度の

人件費率 

29年度 59,917人 19,460,193  808,023  4,705,249  24.2％ 24.2％ 

（注）普通会計とは、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介

護保険事業特別会計及び下水道事業特別会計を除いたものです。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。    

区 分 
職員数 

Ａ （人） 

給   与   費 １人当たり

給 与 費 

Ｂ／Ａ（千円） 

(参考)類似団体

平均１人当たり

給与費（千円） 

給 料 

（千円） 

職員手当 

（千円） 

期末・勤勉

手当（千円） 

計 Ｂ 

（千円） 

29年度 423 1,659,546 867,168 724,270 3,250,984 7,686 － 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、平成 29年４月１日現在の人数です。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務）） 

の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでおりません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比

較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、

国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数です。 

 

逗子市のラスパイレス指数の推移は次のとおりです。 
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 類似団体との比較 

 

※ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指  

数を単純平均したものです。 

※ 平成 24 年及び平成 25 年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時

特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。 

ラスパイレス指数が 100 となりましたが、近隣他市の状況等を勘案し、今後も給与

の適正化に努めていきます。 

 

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

［実施］ 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 
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（給料表の改定実施時期）平成２７年７月１日 

（内容）国の見直しの内容を踏まえ、平均１.９％引下げました。なお、激変緩和のため、平成３

２年３月３１日までの経過措置（現給保障）を実施しています。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

（支給割合）国基準 15％に対し、逗子市においても 15％を支給（変更なし） 

 平成２６年度

の支給割合 
平成２７年度の支給割合 

見直し後の 

支給割合 

（Ｈ28.4.1） ４月１日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合 15％ 15％ 15％ 15％ 

逗子市の支給割合 15％ 15％ 15％ 15％ 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 30年４月１日現在） 

  ① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

逗子市 42.7歳 317,780円 431,384円 ― 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ― ― ― ― 

類似団体 ― ― ― ― 

② 技能労務職 

区 分 

公  務  員 民     間 参 考 

平 均 

年 齢 
職員数 

平  均 

給料月額 

平  均 

給与月額 

（Ａ） 

対応する民間 

の類似職種 

平 均 

年 齢 

平  均 

給与月額 

（Ｂ） 

Ａ／Ｂ 

逗子市 50.8歳 63人 338,075円 456,358円 － － － － 

 うち清掃職員 48.3歳 36人 349,036円 － 廃棄物 

処理業従業員 
－ － － 

 うち学校給食員 55.8歳 9人 305,956円 － 調理士 － － － 

 うち用務員 55.4歳 8人 341,738円 － 用務員 － － － 

 うち運転手  ＊ 1人   ＊ － 自家用乗用 

自動車運転者 
－ － － 

 うちその他 48.7歳 9人 320,089円 － － － － － 

神奈川県 － － － － － － － － 

国 － － － － － － － － 

類似団体 － － － － － － － － 

 

区 分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（Ｃ） 

民 間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

逗子市 － － － 

 うち清掃職員 － － － 

 うち学校給食員 － － － 

 うち用務員 － － － 

 うち運転手 － － － 

 うちその他 － － － 

※ 神奈川県、国、類似団体、民間の状況は、公表された後追記します。 

※ 個人情報保護の観点から、対象となる職員が１人又は２人の場合は、当該箇所を「アスタリ

スク（＊）」としている（その他、数値のない欄については、すべて「ハイフン（－）」として

いる。）。 
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（２）職員の初任給の状況（平成 30年４月１日現在） 

区     分 逗子市 神奈川県 国 

一般行政職 

大学卒 182,700円 － － 

短大卒 167,600円 － － 

高校卒 155,800円 － － 

技能労務職 高校卒 155,800円 － － 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 30年４月１日現在） 

区     分 経験年数10年 
（10年以上15年未満） 

経験年数20年 
（20年以上25年未満） 

経験年数25年 
（25年以上30年未満） 

経験年数30年 
（30年以上35年未満） 

一般行政職 

大学卒 272,953円 370,005円 390,996円 417,230円 

短大卒 254,800円 361,300円 375,833円 388,700円 

高校卒 － 350,400円 373,060円 385,260円 

技能労務職 高校卒 － 350,100円 360,822円 363,566円 

  

３ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 30年４月１日現在） 

 

区 分 標準的な職務内容 職員数 

（人） 

構成比 

（％） 

１号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

１級 １ 主事補の職務 

２ 議会事務局、選挙管理委員会事務局

又は監査委員事務局書記補の職務 

10 4.4 146,100円 246,600円 

２級 １ 主事の職務 

２ 議会事務局、選挙管理委員会事務局

又は監査委員事務局書記の職務 

50 21.9 191,700円 303,400円 

３級 １ 高度の知識又は経験を有する主事の

職務 

２ 高度の知識又は経験を有する議会事

務局、選挙管理委員会事務局又は監査

委員事務局書記の職務 

45 19.7 236,400円 332,800円 

４級 主任の職務 8 3.5 240,300円 349,200円 

５級 １ 係長又は専任主査の職務 

２ 主査の職務 

47 20.6 261,100円 386,800円 

６級 副主幹の職務 18 7.9 287,100円 397,000円 

７級 １ 会計管理者、課長、担当課長、主幹、

課長補佐の職務 

２ 議会事務局次長又は次長補佐の職務 

31 13.6 317,700円 418,100円 
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３ 選挙管理委員会事務局次長の職務 

４ 監査委員事務局次長の職務 

５ 消防次長、消防副署長、分署長又は

分署長補佐の職務 

８級 １ 理事、部長、担当部長、福祉事務所

長、次長又は参事の職務 

２ 議会事務局長の職務 

３ 選挙管理委員会事務局長の職務 

４ 監査委員事務局長の職務 

５ 消防長又は消防署長の職務 

19 8.3 361,800円 447,600円 

（注）１ 逗子市職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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（２）昇給への勤務成績の反映状況 

昇給には以下のものがあります。 

 

① 査定昇給（昇給への勤務成績の反映状況） 

１年間の勤務成績により、翌年７月１日に５段階の区分で昇給する仕組みです。 

逗子市では、透明性、納得性の高い新たな人事評価制度の構築を進めており、その

制度の構築後、運用していく予定です。 

区 分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給号給（号） ８以上 ６ ４（３） ２ ０ 

   （注）１ 高齢層職員は除きます。 

      ２ （ ）内は７級以上の特定職員です。 
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② その他の昇給 

   それ以外に昇給できる場合としては、次の場合があります。 

   ・研修に参加し、その成績が特に良好な場合 

   ・業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことによ

り表彰を受けた場合 

   ・職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより

退職する場合 

 

（３）高齢層職員の昇給停止（抑制）制度の概要 

高齢層職員の昇給停止（抑制）制度とは民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以

上の職員について、昇給抑制したり昇給停止したりする制度です。 

なお、昇給抑制とは、査定昇給時の昇給号給数を半分にすることです。 

職 種 逗子市 国 
該当職員数 

29年度 28年度 

一般行政職 昇給停止：58歳以上 昇給抑制：55歳以上 10人 12人 

技能労務職 昇給停止：58歳以上 昇給抑制：55歳以上 5人 6人 

 

４ 職員の手当の状況 

職員は、以下の手当が支給されます。 

期末手当・勤勉手当：民間企業のボーナス等に相当する手当 

退職手当：退職したときに支給される一時金 

地域手当：民間における賃金等を考慮して職員に支給される手当 

特殊勤務手当：危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当 

時間外勤務手当：正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当 

その他、扶養手当、住居手当、通勤手当等があります。 

 

（１） 期末手当・勤勉手当 

    

逗   子   市 国 

１人当たりの平均支給額（29年度） 

16,629百円 
－ 

（平成29年度支給率割合） 

期末手当  勤勉手当 

６月期   1.225月分  0.85月分 

（0.65）月分  （0.4）月分 

12月期   1.375月分  0.85月分 

（0.80）月分 （0.4）月分 

 計    2.60月分   1.70月分 

（1.45）月分 （0.80）月分 

（平成29年度支給率割合） 

期末手当  勤勉手当 

６月期   1.225月分  0.80月分 

（0.65）月分  （0.375）月分 

12月期   1.375月分  0.95月分 

（0.80）月分 （0.475）月分 

 計    2.60月分   1.75月分 

（1.45）月分 （0.85）月分 
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（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

（２） 退職手当（平成 30年４月１日現在） 

    

逗   子   市 国 

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続20年  20.445月分 25.55625月分 

勤続25年  29.145月分 34.5825月分 

勤続35年  41.325月分 49.59月分 

その他の加算措置 

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

１人当たり平均支給額（29年度） 

  自己都合   1,070千円 

定年     22,424千円 

（支給率） 自己都合  応募認定・定年 

勤続20年  19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年  28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年  39.7575月分 47.709月分 

その他の加算措置 

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

 

（３） 地域手当（平成 30年４月１日現在） 

 

支給実績（平成29年度決算） 267,638千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 643,362円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

市内全地域 15％ 418人 （地域手当）15％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

100.0 

（100.0） 

※ 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家

公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正

したラスパイレス指数です。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の

指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。） 

 

（４） 特殊勤務手当（平成 30年４月１日現在） 

    

区      分 全  職  種 

支給実績（平成29年度決算） 5,887千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 42,971円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度） 32.4％ 

手当の種類（手当数） 全15種類 
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 業 務 
支 給 実 績 

（29年度決算） 

左 記 職 員 に 対 す る 

支 給 単 価 

感 染 症 防 疫 作 業

手当  

感 染 症 患 者 等 の 救 護 又 は 付 着 し た 物 件

の処理作業に従事したとき  

― 作業１回につき400円 

有 害 毒 薬 物 取 扱

手当  

ね ず み 族 昆 虫 等 の 駆 除 の た め 人 体 に 有

害な薬品の散布に従事したとき  

― 作業１日350円 

行 旅 死 亡 人 及 び

変 死 者 処 置 作 業

手当  

行 旅 死 亡 人 及 び 変 死 者 が あ っ た 場 合 に

おいて、その処置作業に従事したとき  

― 死亡人１件につき1,000円 

税 務 及 び 保 険 料

徴収手当  

市 税 の 賦 課 の た め 調 査 若 し く は 検 査 又

は 市 税 若 し く は 国 民 健 康 保 険 料 の 滞 納

整 理 若 し く は 滞 納 処 分 事 務 の た め 出 張

を命ぜられてその業務に従事したとき  

96千円 １日又は１件につき500円

を超えない範囲内 

清 掃 作 業 車 等 運

転手当  

常 時 清 掃 作 業 車 等 の 運 転 に 従 事 す る 職

員  

540千円 月額3,000円を超えない範

囲内 

作 業 監 督 員 等 手

当  

清掃作業等の指揮、監督に従事する職員

のうち次の職員（５級以下の監督員・作

業監督員・学校給食主任調理員）  

480千円 月額4,000円 

福祉業務手当  社会福祉に関する現業に従事する職員

に支給  

1,404千円 月額3,000円 

保健指導手当  療 養 又 は 衛 生 の 指 導 に 従 事 す る 保 健 師

に支給  

300千円 月額2,500円 

焼 却 炉 内 清 掃 作

業手当  

焼却炉内の作業に直接従事する職員  360千円 １日につき10,000円 

用地等交渉手当  土地、家屋その他の物件の移転及び買収

の 交 渉 並 び に 土 地 境 界 査 定 の た め の 交

渉に従事したときに支給  

47千円 １日につき300円 

救急作業手当  消防職員が救急業務のため出動し、傷病

者を搬送したときに支給  

2,275千円 搬送１回につき510円を超

えない範囲内 

高所作業手当  消 防 職 員 が 地 上 10メ ー ト ル 以 上 の 箇 所

で作業に従事したときに支給  

110千円 １日につき150円 

電 気 主 任 技 術 者

手当  

常時電気関係業務に従事し、第３種電気

主 任 技 術 者 免 許 以 上 の 免 許 を 有 す る 職

員に支給  

― 月額5,000円 
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特 別 清 掃 業 務 手

当  

12月 29日から翌年１月 ３日まで (12月 28

日 及 び １ 月 ４ 日 が 勤 務 を 要 し な い 日 に

当たるときは、12月 28日から翌年１月４

日まで )の日に清掃作業手当及び清掃管

理 手 当 で 定 め ら れ て い る 業 務 に 従 事 し

たときに支給  

306千円 日額6,000円（勤務した時

間が４時間以下の場合に

あっては、3,000円） 

犬 猫 等 死 体 処 理

作業手当  

清 掃 作 業 に 従 事 す る 職 員 が 犬 猫 等 死 体

処理作業に従事したときに支給  

1千円 犬猫等死体１件につき200

円 

※支給実績内訳は全会計の平成 29年度決算額となります。 

 

（５） 時間外勤務手当 

 

支給実績（平成29年度決算） 113,433千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 311,629円 

支給実績（平成28年度決算） 151,339千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 422,733円 

 

（６） その他の手当（平成 30年４月１日現在） 

 

手当名 内容及び支給単価 国の制

度との

異動 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（平成29年

度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（平成29年度決算） 

扶養 

手当 

配偶者13,700円 

子、父母等 

２人まで7,600円 

３人目から6,500円 

（配偶者がいない場合

（１人まで）） 

子、父母等11,000円 

異なる 配偶者10,000円 

子8,000円 

父母等6,500円 

（配偶者がいな

い場合（１人ま

で）） 

子10,000円 

父母等9,000円 

48,197千円 286,887円 

住居 

手当 

限度額30,000円 異なる 限度額27,000円 69,827千円 235,108円 

通勤 

手当 

１月当たりの 

限度額55,000円 

同じ － 38,332千円 110,467円 

管理職

手当 

支給額 

理事・部長・担当部長 

      95,000円 

次長・参事 85,000円 

異なる 俸給の特別調整

額 行政職俸給

表(一)を適用す

る職員  

58,810千円 996,780円 
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課長・担当課長・主幹 

      80,000円 

課長補佐  65,000円 

139,300円 

～46,300円 

※国の扶養手当の内容は、平成 29年度中の経過措置となります。 

 

（７） 旅費の概要 

  公務出張、赴任に要する費用を旅費として支給しています。 

種類 内容 

鉄道賃・船賃・

航空賃・車賃 

運賃等を支給しています。 

雑費 出張中の事務連絡に要する経費について支給しています。 

宿泊料 宿泊を要する場合に支給しています。 

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成 30年４月１日現在）   

区    分 給料月額等 （参考）類似団体における 

最高/最低給料月額 

給  料 

市 長 910,000円 － 

副市長 

教育長 

755,000円 

673,000円 

－ 

報  酬 

議 長 542,000円 － 

副議長 482,000円 － 

議 員 439,000円 － 

期末手当 

 

市 長 

（平成29年度支給割合） 

６月期 2.075月分  12月期 1.575月分 合計 3.65月分 

６月期 2.075月分  12月期 1.675月分 合計 3.75月分 

６月期 2.075月分  12月期 1.775月分 合計 3.85月分 

副市長 

教育長 

議 長 （平成29年度支給割合） 

６月期 2.075月分  12月期 2.075月分 合計 4.15月分 副議長 

議 員 

退職手当 

 （算定方法）            （支給時期） 

給料月額×任期年数×350／100     任期ごと 

給料月額×任期年数×260／100     任期ごと 

給料月額×任期年数×170／100     任期ごと 

市 長 

副市長 

教育長 

※ 常勤の特別職には給料を、非常勤の特別職には報酬を支給することとされています。 
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６ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 

    

区分 

部門 

職  員  数 対前年 

増減数 

主な増減理由 

30年度 29年度 

普通会計部門 418人 423人 △5人  

 一般行政部門 285人 291人 △6人 退職不補充 

 教育部門 44人 44人 0人  

 消防部門 89人 88人 1人 体制の強化 

公営企業等会計部門 29人 27人 2人 育児休業代替職員の増 

合  計 
447人 

（484人） 

450人 

（484人） 
△3人 

 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、

派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。 

２ 公営企業等会計部門とは、下水道等の部門です。 

３ （  ）内は、条例定数の合計です。 

 

（２）年齢別職員数の状況（平成 30年４月１日現在） 

    

 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 

割合 0.22% 19.46% 21.70% 26.40% 29.53% 

人数 1 87 97 118 132 
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（３）職員数の推移 

（単位：人） 

      

区分 

部門 

25 年 

 

26 年 

 

27 年 

 

28 年 

 

29 年 

 

30 年 

 

過去 5年間 

の増減数（率） 

一般行政 288 287 289 285 291 285 △3（△1.1％） 

教 育 51 51 47 46 44 44 △7（△15.9％） 

消 防 87 85 86 86 88 89 2（2.2％） 

普通会計計 426 423 422 417 423 418 △3（△1.9％） 

公営企業等会

計計 

24 24 25 28 27 29 3（12.5％） 

総合計 450 447 447 445 450 447 0（0％） 

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 

 

（４） 職種別・採用方法別職員数                                                                    

       採用方法は、試験による採用と選考による採用とがあります。 

    試験採用については、例えば、一般行政職の１次試験は、能力・適性試験を主な

内容、２次試験等は面接を主な内容としています。 

（単位：人） 

職 種 

29年度 28年度 

試験 

採用 

選考 

採用 
計 

試験 

採用 

選考 

採用 
計 

一般行政職 
計 7 ４ 15 15 2 17 

うち女性 5 ２ 7 6 1 7 

保健師 
計 － － － 1 － 1 

うち女性 － － － 1 － 1 

給食調理員 
計 － １ 1 - － - 

うち女性 － １ 1 - － - 

保育士 
計 2 - 2 2 - 2 

うち女性 2 - 2 2 - 2 

消防職 
計 2 － 2 5 － 5 

うち女性 － － － － － － 

計 
計 11 1 16 23 2 25 

うち女性 7 － 10 9 1 10 

 （注）１ 臨時・非常勤職員は含みません。 

２ 選考採用には、任期付職員等を含みます。 
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（５） 採用試験の実施状況  

【29年度】 

職種 
学歴区

分 
応募者 

受験者 

a 

第１次 

合 格 

第２次 

合 格 

第３次 

合 格 

第４次 

合 格 

最終 

合格 b 

合格 

倍率

a/b 

採 用

者 

一般行政職 

（事務職） 
大学卒 46 38 16 8 4  2 19.00 0 

一般行政職 

（育児休業代替任期付） 
 29 23 18    15 1.53 7 

消防士  44 44     2 22.00 2 

保育士 

（育児休業代替任期付） 
 2 2     2 1.00 2 

小計  121 107 34 8 4  21 5.10 11 

 

【28年度】                          （単位：人） 

職種 学歴区分 応募者 
受験者 

a 

第１次 

合 格 

第２次 

合 格 

第３次 

合 格 

第４次 

合 格 

最終 

合格 b 

合格 

倍率

a/b 

採用

者 

一般行政職 

（事務職） 
大学卒 145 98 60 28 15 8 8 12.25 8 

一般行政職 

（技術職（土木）） 
 6 6 2 1 1  1 6.00 1 

一般行政職 

（身体障がい者） 
 2 2 1 1 0  0 - 0 

保育士  2 2 2 2 1  1 2.00 1 

一般行政職 

（育児休業代替任期付） 
 16 15 9 8   8 1.88 6 

保健師 

（育児休業代替任期付） 
 1 1 1 1   1 1.00 1 

一般職任期付 

（保育士） 
 1 1 1 1   1 1.00 1 

一般職任期付 

（支援教育推進巡回指導員） 
 1 1 1    1 1.00 1 

消防士  50 41 18 12 5  5 10.00 5 

総計  224 167 95 54 22 8 26 6.42 24 
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（６）昇任制度の概要 

      各級において、昇任基準に従い、原則として内部の職員から選考し、上位の職に昇

任をしています。 

また、２級昇格時には、昇任試験を実施しています。 

 

（７）降任制度の概要 

   降任とは下位の職に任命することであり、本人の意に反して行われる分限処分（４

職員の分限処分及び懲戒処分の状況を参照）としての降任と、本人の希望又は同意に

基づく希望降任があります。   

 

（８）退職者の状況 

   退職には、以下の事由の退職があります。   

定 年 退 職：定年（原則60歳）により退職する場合 

勧 奨 退 職：人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて 

退職する場合 

  自己都合退職：本人の都合により退職する場合 

そ の 他：任期満了、死亡による退職等 

     事由別退職者の数                        （単位：人） 

 定 年 勧 奨 自己都合 その他 計 

29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 

一般行政職 5 3 - - 3 5 4 5 12 13 

 うち管理職 5 1 -  1 2 - - - 3 

技能労務職 3 2 - - - 2 - ‐ 3 4 

 うち管理職 - - - - - - - - - - 

計 8 5 - - 3 7 4 5 15 17 

 うち管理職 5 1 -  1 2 - - 6 3 

 

（９）職員の退職管理の状況 

   平成 29年度定年退職者に再就職情報の届出が必要な対象者はおりません。 
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（10）再任用の状況 

再任用とは、高齢者雇用のため定年退職者を再雇用する制度です。 

なお、再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時勤務職員と、それよりも

短時間勤務する短時間勤務職員があります。 

                        （単位：人） 

  職種      常時勤務       短時間勤務 

29年度 28年度 29年度 28年度 

 一般行政職 3 3 13 15 

 技能労務職 4 4 9 7 

計 7 7 22 22 

    （注）職種は再任用時の職種です。 

 

（11）身体障害者及び知的障害者の任用状況 

 法定雇用率     2.3％ 29年度      2.22％ 28年度      2.12％ 

 

７ 勤務時間その他の勤務条件 

 

（１）職員の勤務時間、休憩・休息時間の概要  

   職員の勤務時間は、８時 30分から 17時 15分までの１日７時間 45分、週 38時間 45

分です。勤務時間のうちで 60分の休憩時間があります。 

 

8:30                     12:00     13:00                 17:15 

 

 

 

     

（２）職員の年次休暇の概要と取得状況 

   労働基準法の規定に従い、原則として１年に 20日の有給休暇が与えられます。 

                          

29年度の平均取得日数 28年度の平均取得日数 

11.1日 10.6日 

 

（３）特別休暇の概要  

   年次休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別な休暇が認められます。 

種 類 具体的な内容 期  間 

公民権行使休暇 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める時間 

証人等出頭休暇 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として

国会、裁判所、地方公共団体の議会その

他の官公庁への出頭 

その都度必要と認める時間 

休憩時間 
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ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供

希望者としてその登録を実施する者に

対して登録の申出を行い、又は骨髄移植

のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以

外の者に骨髄液を提供する場合 

申出又は提供に伴う検査、入院

等その都度必要と認める期間 

ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで

社会に貢献する活動（専ら親族に対する

支援となる活動を除く。）を行う場合で、

その勤務しないことが相当であると認

められるとき 

当該休暇年度において５日を

超えない範囲内で必要と認め

る期間 

結婚休暇 職員の婚姻 ７日を超えない範囲内で必要

とする期間 

生理休暇 生理に有害な職務に従事する女子職員

及び生理日において勤務することが著

しく困難である女子職員 

原則として２日を超えない範

囲内で必要とする期間 

健康診査等休暇 妊娠中の女子職員が母子保健法（昭和40

年法律第1 4 1号）第10条に規定する保健

指導又は同法第13条に規定する健康診

査を受ける場合 

妊娠満23週までは４週間に１

回、妊娠満24週から満35週まで

は２週間に１回、妊娠満36週か

ら出産までは１週間に１回そ

の都度必要と認める時間 

通勤緩和休暇 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交

通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の

健康保持に影響があると認める場合 

勤務時間の始め又は終わりに

おいて１日につき１時間を超

えない範囲内でそれぞれ必要

と認める時間 

出産休暇 職員の分べん 分べん予定日以前８週間（多胎

妊娠の場合にあっては、14週

間）目に当たる日から、分べん

の日後８週間目に当たる日ま

での期間において職員が請求

した期間 

育児時間休暇 職員の生後満１年に達しない子の養育 原則として１日に２回、１回30

分（男子職員にあっては、その

子の当該職員以外の親が当該

職員が育児時間休暇を使用し

ようとする日における育児時

間休暇（これに相当する休暇を

含む。）を承認され、又は労働

基準法第67条の規定により同

日における育児時間を請求し

た場合は、当該承認又は請求に

係る各回ごとの時間を差し引

いた時間を超えない時間） 

出産補助休暇 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下この

表において同じ。）の分べん 

分べんの日から２週間の期間

内において３日を超えない範

囲内で必要と認める期間 

育児参加休暇 配偶者が出産する場合であってその出

産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、14週間）前の日から当該出産の

日後８週間を経過する日までの期間に

ある場合において、当該出産に係る子又

は小学校就学の始期に達するまでの子

（妻の子を含む。）を養育する職員が、

これらの子の養育のため勤務しないこ

とが相当であると認められるとき 

当該期間内において１日又は

１時間を単位に５日を超えな

い範囲内で必要と認める期間

(ただし、当該休暇の残日数す

べてを使用しようとする場合

において、当該残日数に１時間

未満の端数があるときは、当該

日数のすべてを使用すること

ができる。) 
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家族看護休暇 親族（配偶者（届出をしないが事実上の

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下この項において同じ。）、父母、子（配

偶者の子を含む。）、配偶者の父母並びに

同居の祖父母、兄弟姉妹、配偶者の祖父

母及び配偶者の兄弟姉妹。以下この項に

おいて同じ。）の看護（負傷し、若しく

は疾病にかかったその親族の世話を行

うこと又は中学校の就学の始期に達す

る日以後の最初の３月31日までの間に

ある子に予防接種あるいは健康診断を

受けさせることをいう。）のため勤務し

ないことが相当であると認められる場

合 

当該休暇年度において１日又

は１時間を単位に５日（その親

族が２人以上の場合にあって

は、10日）を超えない範囲内で

必要と認める期間（ただし、当

該休暇の残日数すべてを使用

しようとする場合において、当

該残日数に１時間未満の端数

があるときは、当該日数のすべ

てを使用することができる。） 

短期介護休暇 条例第８条に規定する日常生活を営む

のに支障がある者(以下「要介護者」と

いう。)の介護及び通院等の付添い、介

護サービスの提供を受けるために必要

な手続の代行その他の必要な世話を行

うため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

当該休暇年度において１日

又は１時間を単位に５日(要介

護者が２人以上の場合にあっ

ては、10日)を超えない範囲内

で必要と認める期間(ただし、

当該休暇の残日数すべてを使

用しようとする場合において、

当該残日数に１時間未満の端

数があるときは、当該日数のす

べてを使用することができ

る。) 

忌引休暇 親族の死亡 別に定める期間内において必

要と認める期間 

祭日休暇 父母の祭日 慣習上最少限度必要と認める

期間 

夏期休暇 職員が夏期における盆等の諸行事、心身

の健康の維持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

当該休暇年度の7月1日から10

月31日までの間において7日を

超えない範囲内の日数 

災害等り災休暇 風水震火災その他の天災地変による職

員の現住居の滅失又は損壊 

その都度必要と認める期間 

交通遮断等休暇 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律(平成10年法律第

1 1 4号)による交通の制限又は遮断 

その都度必要と認める時間 

 風水震火災その他の非常災害による交

通遮断 

その都度必要と認める時間 

 その他交通機関の事故等の不可抗力の

事故 

その都度必要と認める時間 
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（４）介護休暇の概要と取得状況 

   職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度があり、６月を超えない範

囲内で取得することができます。介護休暇は、１日又は１時間単位で取得することが

できます。 

 取得者数（人） 

29年度 28年度 

介護休暇 0（0） 0（0） 

（注）（  ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 

 

（５）療養休暇の概要と取得状況 

   職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書等に基づき、療養

のために必要最小限度の期間、勤務することが免除されます。 

 取得者数（人） 

29年度 28年度 

病気休暇 53 49 

 

（６）育児休業の概要と取得状況  

   職員が育児をするための休業制度があり、最長３年間取得することができます。育

児休業は１日単位で、部分休業は１時間単位で取得することができます。 

 取得者数（人） 

29年度 28年度 

育児休業 22（19） 14（12） 

部分休業 10（9） 10（9） 

（注）（  ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 

 

（７）安全衛生管理体制の整備状況  

   事業場の規模及び業種によって、安全・衛生管理者等を選任、設置する必要があり

ます。   

                                                        （各年４月１日現在） 

組織等 説   明 

30年 29年 

設置すべき

事業場数 

うち設置 

事業場数 

設置すべき

事業場数 

うち設置 

事業場数 

総括安全 

衛生管理者 

 

安全衛生管理者及び衛生管理者の指

揮や、労働者の危険または健康障害を

防止するための措置等の事業場の安

全衛生に関する業務の統括管理を行

う者。 

0 0 0 0 

安全管理者 総括安全衛生管理者の指揮のもとに、 1 1 1 1 
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職場の設備や作業方法等に危険があ

る場合における応急措置等、安全に係

る技術的事項を管理する者。 

衛生管理者 総括安全衛生管理者の指揮のもとに、

健康に異常のある者の発見・措置や、

作業環境の衛生上の調査等、衛生に係

る技術的事項を管理する者。 

4 4 3 3 

安全衛生推

進者等 

安全管理者及び衛生管理者の選任が

義務づけられていない事業場におい

て、施設、設備等の点検、使用状況の

監視等を行う者。 

14 8 14 0 

産業医 健康診断を実施する等、労働者の健康

管理等に当たるとともに、事業者又は

総括安全衛生管理者を指導助言する

等、専門家として活動する医師。 

4 4 3 3 

安全委員会 労働者の危険を防止するための基本

対策等で安全に関する重要事項につ

いて調査審議するため設置される委

員会。 

1 1 1 1 

衛生委員会 労働者の健康障害を防止するための

基本対策等で衛生に関する重要事項

について調査審議するため設置され

る委員会。 

4 4 3 3 
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８ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

   職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により

職を失ったり、降任されたり、給料を減額されたりします。 

   分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員として

ふさわしくない非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。 

 

① 分限処分者 合計 37人                                  （単位：人） 

処分事由 
29年度 28年度 

免職 降任 休職 降給 免職 降任 休職 降給 

勤務実績が良くない場合 1 0   0 0   

心身の故障の場合 0 0 45  0 0 37  

職に必要な適格性を欠く場合 0 0   0 0   

職制、定数の改廃、予算の減少

により廃職、過員を生じた場合 
0 0   0 0   

刑事事件に関し起訴された場

合 
  0    0  

計 1 0 45 0 0 0 37 0 

 

② 懲戒処分者 合計 0人                                 （単位：人） 

処分事由 
29年度 28年度 

免職  停職  減給  戒告  免職  停職  減給  戒告  

諸給与の不正領得 0 0 0 0 0 0 0 0 

受験採用の際の虚偽行為 0 0 0 0 0 0 0 0 

職務命令違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

信用失墜行為 0 0 0 0 0 0 0 0 

守秘義務違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

職務専念義務違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

政治的行為違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

争議行為 0 0 0 0 0 0 0 0 

営利企業等従事制限違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

欠勤・遅刻・早退・勤務態度の

不良等 
0 0 0 0 0 0 0 0 

公職選挙法違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

傷害・暴行の刑法違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

金銭・異性関係等の非行 0 0 0 0 0 0 0 0 

収賄 0 0 0 0 0 0 0 0 

横領 0 0 0 0 0 0 0 0 
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道路交通法違反 0 0 0 0 0 0 0 0 

管理監督者責任 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 

（注）地方公務員法以外の処分として訓告等の処分があります。 

 

９ 職員の服務の状況 

 

（１）服務に関する基本原則の概要 

 

基本原則 概 要 

職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなけれ

ばいけません。 

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をし

たりしてはいけません。 

営利企業への従事等の

制限 

営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には

許可を受けなければなりません。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。 

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。 

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政治的

行為が禁止されています。 

 

（２）職務専念義務免除制度の概要 

   職務専念義務は一定の事由がある場合に限り、免除されます。 

 

種 類 具体的な内容 

総合健康診断受診 人間ドック（有給） 

リフレッシュ休暇 勤続 20年で３日・勤続 30年で５日（有給） 

職員団体（組合）の事務従事 １暦年 30日以内（無給） 

 

（３）営利企業等従事許可制度の概要と許可の状況 

   職員は許可を受ければ営利企業等に従事することができます。      

 

許可した内容 
許可件数（件） 

29年度 28年度 

講師、調査員 ほか 24 34 
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（４）在籍専従休職制度の概要と許可の状況 

   職員は許可を受ければ職員団体（組合）の業務にもっぱら従事することができます。  

   （無給休職扱いとなります。）     

 

許可件数（件） 

29年度 28年度 

0 0 

 

10 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 

（１）人材育成基本方針の概要 

   総合計画をはじめとする中長期の計画及び行財政改革基本方針に取り組み、本市の

様々な課題等を解決していくために、職員が「目指す職員像」やその「行動姿勢」を

明らかにするとともに、職員の能力開発のための取組みを総合的な視点から定め、新

しい時代の課題に適切に対応できる人材を育成していく基本方針として策定した逗子

市人材育成基本方針を基に、研修や自己啓発等に取り組みます。 

 

（２）研修方針・体系の概要と実施状況 

    

① 研修方針 

地方分権に伴う高度な政策能力の必要性や権限移譲、職員の削減等など地方自治体

職員を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。 

これからの新しい自治体経営の中で職務を担う職員の立場においては、自治体を取

り巻く環境の変革により要求される課題に的確に対応する豊かで柔軟な思考と、公務

員としての基本的な倫理観と責任能力を研鑚することにより高い倫理観と高いコン

プライアンス(法令遵守)意識を獲得し、いかなる状況におかれてもプラス思考で常に

挑戦していくことが必要だと考えます。 

職員研修は、研修体系を中心とし新たな課題にも即応しながら、職員の能力を最大

限に引き出し、創造力・想像力を発揮して未来にチャレンジする職員の育成を目指し

ます。 
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② 職場外研修の実施状況 

 

１ 自己啓発 

（１）自主研究グループ活動助成 

実績なし 

 

（２）通信通学教育講座受講助成 

    実績なし 

 

（３）国内先進都市視察  

調査研究課題 フェアトレードの推進について 

視  察  先 静岡文化芸術大学 フェアトレード全国フォーラム 2017 

日 時 平成 29年 11月 19日 (日) 

参 加 者 ２名  

  

２ 職場研修 

（１）行政課題研修 

講 義 名 個人情報保護制度 

講 師 逗子市個人情報保護委員 髙橋 良、小沢 弘子、前田 康弘 

日 時 平成 29年６月 16日(金)から７月４日（火）の間、各回１時間 30分ずつ計６回 

参 加 者 数 ５３名 

内 容 個人情報保護制度に関する認識を深めるもの 

実施所属長 総務部長 

 

講 義 名 逗子市個人情報保護条例と改正個人情報保護法について 

講 師 弁護士 小沢 弘子（逗子市情報公開審査委員兼個人情報保護委員） 

日 時 平成 29年 10月 17日(火) 午後２：30から午後４：30 

参 加 者 数 ４０名（うち職員以外３名） 

内 容 個人情報保護法制の新しい動向を踏まえた個人情報の適切な取扱について 

実施所属長 総務部長 

 

講 義 名 
まちぐるみでフェアトレードを推進するために～フェアトレードタウンの職員として取り組んで

いくこと～ 

講 師 逗子フェアトレードタウンの会 理事 森田 恵、代表理事 長坂 寿久 

日 時 平成 29年 10月 17日(月) 午前９：30から午前 11：30 

参 加 者 数 38名 

内 容 フェアトレードの役割としくみ、逗子での取り組みなど 

実施所属長 市民協働部長 
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講 義 名 情報公開制度について 

講 師 逗子市情報公開審査委員 髙橋 良、小沢 弘子、前田 康行、 

日 時 平成 29年 12月 19日(火)から 12月 22日（金）の間、各日１時間 30分ずつ計３回 

参 加 者 数 42名 

内 容 逗子市情報公開条例の特徴及び事例の検討について 

実施所属長 総務部長 

 

講 義 名 情報開示に関する諸問題について 

講 師 逗子市情報公開審査委員・個人情報保護委員 髙橋 良、小沢 弘子、前田 康行 

日 時 平成 30年２月 23日(金)から３月７日（水）の間、各回１時間 30分ずつ計６回 

参 加 者 数 37名 

内 容 逗子市情報公開条例及び逗子市個人情報保護条例の特徴、事例検討 

実施所属長 総務部長 

 

講 義 名 認知症サポーター養成講座 

講 師 福祉部介護保険課保健師 

日 時 平成 30年３月２日(金)、３月６日（火）、各回１時間ずつ計２回 

参 加 者 数 44名 

内 容 
認知症サポーターの役割、認知症の人の理解や接し方等を学び、よりよい窓口対応や日常

業務に活かす。 

実施所属長 福祉部長 

 

講 義 名 障害者差別解消法と管理職の役割について 

講 師 平塚市福祉部福祉総務課 又村 あおい 

日 時 平成 30年３月７日(水) 午前 10：00から午前 11：30 

参 加 者 数 ４０名 

内 容 障害者差別解消法について理解を深める 

実施所属長 福祉部長 

 

（２）職場内研修 

講 座 名 新採用職員アドバイザー制度 

日  程 平成 29年４月から９月（６月間） 

受 講 者 数 ７名 

目 的 職員としての必要な知識・技能を、職場研修（OJT）にて習得することを目的とする。 

 

その他各職場で、管理監督者による OJTを実施した。 
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３ 新規採用職員研修 

（１）新規採用職員研修講座 

（４月採用者等） 

講   義  名 平成 29年度 新規採用職員研修講座 

講      師 逗子市職員 

日       程 平成 29年４月３日(月)から 10日（月） ６日間 

場      所 市庁舎５階 第４会議室ほか 

受 講 者 数 17名（平成 29年４月 1日付採用の職員 ほか） 

内        容 市の組織と仕事、環境マネジメントシステム、健康管理、その他について 

 

 

４ 初級職員研修講座 

（１）初級職員研修講座 

（平成２８年１月採用者） 

講   義  名 平成 29年度 初級職員研修講座（第１回） 

講      師 逗子市職員 

日       時 平成 29年８月 23日(水)、24日(木)  ２日間 

場      所 市庁舎５階 第５会議室 

受 講 者 数 ４名（平成 28年 10月１日採用の職員ほか） 

内        容 地方自治法、地方公務員法 

 

（平成 29年４月採用者） 

講   義  名 平成 29年度 初級職員研修講座（第２回） 

講      師 逗子市職員 

日       時 平成 30年２月 22日(木)、23日(金)  ２日間 

場      所 市庁舎５階 第３会議室 

受 講 者 数 ６名（平成 29年４月１日採用の職員） 

内        容 地方自治法、地方公務員法 

 

（平成 27年４月採用者） 

講   義  名 平成 29年度 初級職員研修講座（第３回） 

講      師 逗子市職員 

日       時 平成 30年３月６日(月)、８日(水)  ２日間 

場      所 市庁舎５階 会議室 

受 講 者 数 １名（平成 27年４月１日採用の職員） 

内        容 地方自治法、地方公務員法 
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５ 職場外研修 

（１）階層別研修 

講 座 名 二市一町（逗子市・三浦市・葉山町）合同研修（リーダーシップ研修） 

日  程 平成 29年８月 24日（木）、25日（金） ２日間 

場     所 （公財）神奈川県市町村研修センター ５階研修室 

講 師 （株）話し方教育センター 喜山 志津香 

受 講 者 数 ９名 

目 的 

リーダーとしての立場や役割の自覚を促し、これまでの職場における取り組みを振り返り今

後の指針をつかむとともに、人としての関わり方の基本と、職場において仕事をよりスムー

ズに進めていくための実践的方法を習得し、職員相互の交流と情報交換の促進を図ること

を目的とする。 

 

６ 特別研修 

講 座 名 非常勤職員接遇研修講座 

日  程 平成 30年３月 12日（月） 

講 師 （株）話し方教育センター専任講師 浅川 由美子  

受 講 者 数 43名 

目 的 

接遇におけるコミュニケーションの基本を理解し、演習を交えながら具体的な表現技法

について習得することを目的とする。またクレームの場面に立ち会った場合に、心がけ

るポイント等について具体的な技術を習得し、住民満足の更なる向上へ繋げることを

目指す。 

 

７ 派遣研修 

（１）自治大学校 

講 座 名 日 数 受 講 者 

第３部 第１０８期 21日 教育部職員 

 １名 

 

（２）市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） 

研修課程 講 座 名 日 数 受 講 者 

専門実務 

自治体財政運営 ９日 財政課職員 

災害に強い地域づくりと危機管理② ９日 防災安全課職員 

法令実務能力の向上 B（応用） 11日 総務課職員 

地方公務員制度 11日 職員課職員 

高度化する契約実務への対応 ９日 管財契約課職員 

ICTによる情報政策 ５日 情報政策課職員 

固定資産税課税事務（家屋） 11日 課税課職員 

住民税課税事務② 11日 課税課職員 

市町村税徴収事務③ 11日 納税課職員 
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コミュニティづくりを核とした新しい地域政策 ９日 市民協働課職員 

これからの時代の介護のあり方 ９日 高齢介護課職員 

障がい福祉対策をめぐる諸課題 ９日 療育教育総合センター職員 

 １２名 

 

（３）神奈川県市町村研修センター（フレアップかながわ） 

研 修 課 程 講 座 名 日 数 人 数 

階 層 別 研 修 財 務 事 務 ２日 ５名 

法 制 執 務 （ 基 礎 ） ２日 １５名 

民 法 ３日 ８名 

地 方 自 治 の 現 状 と 法 ３日 ９名 

住 民 と の 協 働 ２日 ５名 

ク レ ー ム 対 応 （ リ ー ダ ー ・ 監 督 者 級 ） ２日 ２名 

メ ン タルヘルス （ リーダー ・ 監督者級 ） １日 １名 

マ ネ ジ メ ン ト ２日 １名 

専 門 実 務 研 修 税 務 職 員 （ 徴 収 基 礎 ） ３日 １名 

税 務 職 員 （ 市 町 村 民 税 ） ３日 ２名 

税 務 職 員 （ 固 定 資 産 税 ） ３日 １名 

用 地 担 当 職 員 ３日 １名 

広 報 企 画 ２日 １名 

能 力 開 発 等 住 民 対 応 （ 接 遇 ） １日 ７名 

ク レ ー ム 対 応 （ 一 般 職 員 ） ２日 ２名 

企 画 力 開 発 ２日 １名 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル ア ッ プ １日 １名 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ２日 ２名 

タ イ ム マ ネ ジ メ ン ト １日 ３名 

法 制 執 務 （ 入 門 ） １日 ３名 

法 制 執 務 （ 応 用 ） ２日 ３名 

行 政 法 ３日 ３名 

地 方 自 治 法 １日 ３名 

統 計 概 論 １日 ９名 

公 会 計 担 当 職 員 ( 基 礎 ) ３日 ２名 

公 会 計 担 当 職 員 （ 応 用 ） ２日 １名 

情 報 セ キ ュ リ テ ィ １日 ２名 

庁 内 講 師 養 成 ① ２日 １名 

 研 修 担 当 職 員 １日 １名 

特 別 業 務 改 善 ２日 ３名 

意 識 向 上 （ モ チ ベ ー シ ョ ン ア ッ プ ） １日 ４名 
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リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト ２日 １名 

e ラ ー ニ ン グ エ ク セ ル （ 基 礎 ） 
 

２名 

エ ク セ ル （ 応 用 ） 
 

１名 

 １０７名 

 

（４）その他派遣機関派遣研修（各課要望分ほか） 

所 属 研 修 機 関 講 座 名 日 数 人 数 

職 員 課 一般社団法人公務人材開発協会人事行政研究所 「服務・懲戒実務研修会」及び「勤務時間・休暇関係実務研修会」 １日 １名 

 一般社団法人公務人材開発協会人事行政研究所 給与実務研究会（諸手当関係） １日 １名 

 一般社団法人公務人材開発協会人事行政研究所 給与実務研修会（人事院勧告説明会） １日 １名 

 一般社団法人公務人材開発協会人事行政研究所 非常勤職員雇用の人事実務研修会 １日 １名 

 一般社団法人公務人材開発協会人事行政研究所 給与実務研修会（棒給表及び給与の支給関係） １日 １名 

 一般社団法人公務人材開発協会人事行政研究所 「給与実務の実例研修会」及び「改正給与法関連説明会」 １日 １名 

管 財 契 約 課 一般財団法人 経済調査会 公共建築工事に関する説明会 １日 １名 

情 報 政 策 課 地方公共団体情報システム機構 ネットワーク応用セミナー １日 １名 

子育て支援課 

恩賜財団母子愛育会 地域母子保健２「乳幼児期に見られる諸問題」 ３日 １名 

神奈川県聴覚障害者福祉センター 市町村子育て支援担当者聴覚障害研修 １日 １名 

神奈川県健康増進課 小児保健研修 １日 １名 

湘 南 保 育 園 

白峰学園保育センター 

乳幼児救急法研修（けがの手当て訓練コース） １日 ３名 

インクルーシブ保育研修 ３日 １名 

０歳児保育研修 ２日 １名 

１歳児保育研修 ２日 １名 

２歳児保育研修 ２日 １名 

３歳児保育研修 ２日 １名 

４・５歳児保育研修 ２日 １名 

中堅保育士研修 ２日 １名 

子育て支援専門講座 A ３日 １名 

障害児保育研修 ５日 １名 

特別セミナー講演（保育研究） ５日 １名 

神奈川県保育会 

安全と子どもの見守り研修 １日 １名 

保育の考え方 １日 １名 

小 坪 保 育 園 白峰学園保育センター 

乳幼児救急法研修（けがの手当て訓練コース） １日 ２名 

０歳児保育研修 ２日 １名 
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２歳児保育研修 ２日 １名 

３歳児保育研修 ２日 １名 

４、５歳児保育研修 ２日 １名 

中堅保育士研修 ２日 １名 

子育て支援専門講座 B ３日 １名 

統合保育研修 ２日 １名 

中堅保育研修 ２日 １名 

カウンセリング講座 ５日 １名 

特別セミナー（リトミック） １日 １名 

神奈川県保育会 安全と子どもの見守り研修 １日 １名 

環 境 都 市 課 国土交通省 国土交通大学校「道路交通安全（歩行者・自転車コース）」 ５日 １名 

資 源 循 環 課 

日本環境衛生センター 廃棄物行政担当者研修会 ２日 １名 

環境省環境調査研修所 廃棄物・リサイクル基礎研修 ４日 ２名 

ま ち づ く り 課 国土交通省 国土交通大学校「景観・屋外広告物行政研修」 １２日 １名 

都 市 整 備 課 

国土交通省 国土交通大学校「国土調査研修」 ４日 １名 

コマツ教習所（株） 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習 １日 １名 

下 水 道 課 

公益社団法人日本下水道協会 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン １日 ２名 

神奈川労務安全衛生協会 酸素欠乏・硫化酸素危険作業主任者技能講習 ３日 １名 

日本下水道事業団 維持管理コース処理場管理Ⅰ ４日 １名 

療育教育総合センター 公益財団法人日本産業物処理振興センター 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習 １日 １名 

  51名 

※保育園の同一講座は日数の計に含まない 

 

（３）職員の人事評価制度の概要 

平成 29年度においては、逗子市人材育成基本方針に掲げる職員像を目指す人材を育

成し、組織の活性化及び質の高い市民サービスの向上に資することを目的として実施

する人事評価制度を運用し、人事評価シートを用いて、業績評価及び能力・態度評価

を行いました。 
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11 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）共済組合の概要 

   逗子市の常勤職員は、神奈川県市町村職員共済組合に加入します。 

（公立学校に勤務する栄養士、用務員等の一部の職員は公立学校共済組合に加入し

ています。） 

神奈川県市町村職員共済組合は大きく分けて、短期給付事業、長期給付事業、福祉

事業の３つの事業を行っています。 

   これらの事業に必要な費用は「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によっ

て賄われています。 

  ① 短期給付事業 

    組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害に対して、必要な給付

を行います。 

法定給付 保健給付 病気、負傷などの場合に支払われる給付 

休業給付 育児休業などの場合に支払われる給付 

災害給付 災害などに支払われる給付 

法定外給付 附加給付 法定給付以外の給付 

      

② 長期給付事業 

  組合員の退職・障害・死亡に対して年金・一時金の給付を行います。 

  公務員の公的年金には、基礎年金（国民年金に相当）と共済年金（民間サラリー

マンの厚生年金、企業年金に相当するもの）があります。 

○ 共済年金 

老齢厚生年金 職員（共済組合員）期間等 10年以上の者が退職した場合で、65

歳に達したとき等に支給（支給開始年齢の特例あり） 

障害厚生年金 法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じ

て支給 

障害一時金 軽度の障害の状態で退職したときに支給 

遺族厚生年金 組合員が死亡したときに支給 

（注）要件等は省略しています。 

 

○ 基礎年金 

老齢基礎年金 職員（共済組合員）期間等 10年以上の者が退職した場合で、65

歳に達したとき等に支給 

障害基礎年金 法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じ

て支給 

遺族基礎年金 組合員が死亡し、18歳未満の子を有している場合に支給 

（注）要件等は省略しています。 
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③ 福祉事業 

福祉事業としては、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業などの保健・保養

及び教養に資する事業、保養所の経営などの宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業、

貯金事業、物資の斡旋事業など職員の福祉のための事業を行っています。 

保健事業 人間ドック等の補助、電話健康相談、宿泊施設・保養所利

用助成、厚生施設（遊園地・プール等）利用助成など 

宿泊事業 保養所「湯河原温泉ちとせ」の利用助成等 

貯金事業 給料天引きにより積立 

（年率 1.56％ 平成 30年４月１日現在） 

貸付事業 普通貸付、特別貸付（医療・入学・修学・結婚・葬祭）、

住宅貸付、災害貸付、在宅介護対応住宅貸付、高額医療貸

付、出産貸付 

物資事業 自動車・オートバイの代金の立て替え払いをし、割賦によ

り職員から返済を受ける、など 

財形住宅貸付事業 住宅の新築・購入・増改築等に必要な資金の貸し付け 

 

（２）公務災害補償の概要と実施状況 

   公務上の災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、地方公務員災害補償基金か

ら一定の補償がなされます。 

 29年度 28年度 

傷病 死亡 傷病 傷病 

通勤災害 新規認定件数 1 0 3 3 

補償件数 1 0 3 3 

公務上の災害 新規認定件数 5 0 2 2 

補償件数 4 0 2 2 

 

（３）職員の健康診断等の概要 

労働安全衛生法に従い、職員の健康診断を年１回実施しており、職員の健康に配慮

しています。また、適正な執務環境に向けて、年１回産業医を巡回させ、執務環境の

状況をチェックし、執務環境の改善に取り組んでおります。 

 

（４）メンタルヘルスへの対応状況 

メンタルヘルスに対しては、外部専門医に依頼し、毎月相談日を設けています。 

   また、年に１回メンタルヘルスの講習を職員を対象に行っています。 

 

（５）セクシャルハラスメントへの対応状況 

セクシャルハラスメントに対しては、職員相談窓口を設け、随時相談を受け付け、

相談に応じています。相談を受けた場合、必要に応じて所属長や人事主管課と連携し

て、対応しています。 
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（６）その他厚生制度の概要 

地方公共団体は、法律に基づき、職員の保健、元気回復等の厚生制度を企画し実施

することとされています。このいわゆる福利厚生事業には逗子市職員厚生会への補助

を通じて行うものと、逗子市が直接実施するものがあります。 

   逗子市職員厚生会は、職員等の互助共済及び福利厚生を増進するために設置された

組織で、市職員（29 年度末会員数 505 人）で構成されています。職員からの会費、

逗子市からの交付金をもとに運営されています。 

  

① 互助会を通じて実施した事業 

29 年度に逗子市職員厚生会が実施した事業は次のとおりです。（厚生会が職員から

の会費のみで実施し、市の交付金が充当されていない事業は除きます。） 

 

事業概要・給付単価（円） 実施件数（件） 補助額（円） 

人間ドック受検費用助成金 

10,000円を上限とする。 
192 

1,860,000 

（2,005,000） 

夏期宿泊施設借上 98 
591,092 

（6,255,906） 

その他（球技大会の実施、各体育クラブへの助成等） 548,908 

（693,612） 

公費負担（補助）額計 

（一人当たりの公費負担額 5,940円、公費負担率 11.9％）                

3,000,000 

（25,312,939） 

（注）１（ ）内は職員の会費も含めた事業額です。事業額の計には、職員からの会費

のみで実施している事業額も含んでいます。 

 

② 互助会に委託して実施した事業 

平成 29年度に逗子市では湘南六市役所体育大会の委託金として 194,377円を逗子市

職員厚生会に支出しています。その他に医薬品の購入等行っていますが、職員個人に

給付する事業については行っていません。 
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12 公平委員会の業務の状況（苦情処理、措置要求、審査請求） 

 

（１）苦情処理制度の概要と状況 

   職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する

苦情の申出及び相談を公平委員会等にすることができます。 

（29年度）                             （単位：件） 

処理件数 

給与 旅費 
勤務 

時間 
休暇 

執務 

環境 

厚生 

福利 
服務 転任 任用 

セク

ハラ 

いじめ

等 
その他 計 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

（２）勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 

   職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう要求

することができます。 

（29年度）                             （単位：件） 

年度当初

係属件数 

新規要求

件  数 

処理件数 年度末 

係属件数 要求認容 棄却 却下 取下げ 計 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

（３）不利益処分に関する審査請求制度の概要と状況 

     職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に審査請求

をすることができます。 

（29年度）                             （単位：件） 

年度当初

係属件数 

新規申立

件  数 

処理件数 年度末 

係属件数 処分取消し 棄却 却下 取下げ 計 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 


